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(57)【要約】
【課題】内視鏡の処置具突出口から突出する処置具の軸
線周り方向の向きが所定通りに規制されて、処置具を内
視鏡との関係において常に使い易い状態で操作すること
ができる内視鏡の処置具回転規制装置を提供すること。
【解決手段】処置具２０の先端部分には、軸線に垂直な
断面の外形形状が非円形である非円形外形部２７が形成
され、内視鏡１０の挿入部１１の先端には、処置具突出
口１４ｏから突出する処置具の先端部分が緩く通過して
、非円形外形部２７が軸線周りに回転できない状態に係
合する回転規制孔１７が設けられている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部内に配置された処置具挿通チャンネルの出口である処置具突出口が上記挿入部の
先端に観察窓と並んで設けられた内視鏡と、上記処置具挿通チャンネル内に挿脱されて先
端部分が上記処置具突出口から突没する処置具とに係る内視鏡の処置具回転規制装置であ
って、
　上記処置具の先端部分には、軸線に垂直な断面の外形形状が非円形である非円形外形部
が形成され、上記内視鏡の挿入部の先端には、上記処置具突出口から突出する上記処置具
の先端部分が緩く通過して、上記非円形外形部が軸線周りに回転できない状態に係合する
回転規制孔が設けられていることを特徴とする内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項２】
　上記非円形外形部と上記回転規制孔とが緩く嵌合する形状に形成されている請求項１記
載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項３】
　上記回転規制孔の軸線に垂直な断面の形状が上記非円形外形部と同形状に形成されてい
る請求項１又は２記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項４】
　上記非円形外形部が、楕円形状、長円形状又は多角形状に形成されている請求項１ない
し３のいずれかの項に記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項５】
　上記非円形外形部の最大径が、上記処置具突出口の口径より小さくて上記可撓性シース
の外径より大きく形成されている請求項１ないし４のいずれかの項に記載の内視鏡の処置
具回転規制装置。
【請求項６】
　上記回転規制孔が切れ目のない貫通孔状に形成されている請求項１ないし５のいずれか
の項に記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項７】
　上記回転規制孔が周方向の一部に切れ目を有する貫通孔状に形成されている請求項１な
いし５のいずれかの項に記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項８】
　上記回転規制孔が、上記内視鏡の挿入部の先端に着脱自在な先端フードに設けられてい
る請求項１ないし７のいずれかの項に記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項９】
　上記回転規制孔が上記先端フード自体で形成されている請求項８記載の内視鏡の処置具
回転規制装置。
【請求項１０】
　上記先端フードが上記内視鏡の挿入部の先端に取り付けられた状態では、上記処置具突
出口から突出する上記処置具の先端部分が通過する位置に上記回転規制孔がセットされる
請求項８又は９記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項１１】
　上記回転規制孔が上記先端フードの内周部に設けられている請求項８、９又は１０記載
の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項１２】
　上記回転規制孔が上記先端フードの内周部から内方に突出した部分に設けられている請
求項１１記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項１３】
　上記処置具が、可撓性シースの先端に先端可動部が設けられた構成を有していて、上記
非円形外形部が上記可撓性シースの先端と上記先端可動部との連結部に設けられている請
求項１ないし１２のいずれかの項に記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項１４】
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　上記先端可動部が、嘴状に開閉する一対の先端処置片を備えている請求項１３記載の内
視鏡の処置具回転規制装置。
【請求項１５】
　上記一対の先端処置片が開閉動作をする際に沿う平面が上記観察窓の中心と上記処置具
突出口の中心を結ぶ直線に対し略直交する状態に、上記処置具の軸線周りの向きが規制さ
れる請求項１４記載の内視鏡の処置具回転規制装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の処置具突出口から突出する処置具の軸線周り方向の向きが規制さ
れるようにした内視鏡の処置具回転規制装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡においては一般に、挿入部内に配置された処置具挿通チャンネルの出口である処
置具突出口が挿入部の先端に設けられていて、処置具挿通チャンネル内に挿脱される処置
具の先端部分が処置具突出口から突没するようになっている。
【０００３】
　そして、処置具突出口から突出する処置具の先端部分を振らつかないように案内するガ
イド溝を先端フード等に設けて、処置具の突出方向が安定するようにしたものがある（例
えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００３－２０４９１９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された発明等のように、先端フード等に設けられたガイド溝に処置具
の先端部分を沿わせれば、処置具が振らつき難くなってその突出方向が安定するメリット
がある。
【０００５】
　しかし、内視鏡の処置具突出口から突出する処置具の軸線周り方向の向きは全く規制さ
れない。そのため、例えば内視鏡用生検鉗子や鋏型高周波切開具等のように嘴状に開閉す
る一対の先端処置片を先端に備えた処置具の場合には、一対の先端処置片の開閉方向が観
察や処置に都合の悪い向きの場合等であっても、そのまま勘をたよりに操作を続けざるを
得なかった。
【０００６】
　本発明は、内視鏡の処置具突出口から突出する処置具の軸線周り方向の向きが所定通り
に規制されて、処置具を内視鏡との関係において常に使い易い状態で操作することができ
る内視鏡の処置具回転規制装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の処置具回転規制装置は、挿入部内に配置
された処置具挿通チャンネルの出口である処置具突出口が挿入部の先端に観察窓と並んで
設けられた内視鏡と、処置具挿通チャンネル内に挿脱されて先端部分が処置具突出口から
突没する処置具とに係る内視鏡の処置具回転規制装置であって、処置具の先端部分には、
軸線に垂直な断面の外形形状が非円形である非円形外形部が形成され、内視鏡の挿入部の
先端には、処置具突出口から突出する処置具の先端部分が緩く通過して、非円形外形部が
軸線周りに回転できない状態に係合する回転規制孔が設けられているものである。
【０００８】
　なお、非円形外形部と回転規制孔とが緩く嵌合する形状に形成されているとよく、回転
規制孔の軸線に垂直な断面の形状が非円形外形部と同形状に形成されていてもよい。
　また、非円形外形部が、楕円形状、長円形状又は多角形状に形成されていてもよく、非
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円形外形部の最大径が、処置具突出口の口径より小さくて可撓性シースの外径より大きく
形成されているとよい。
【０００９】
　そして、回転規制孔が切れ目のない貫通孔状に形成されていてもよく、周方向の一部に
切れ目を有する貫通孔状に形成されていてもよい。また、回転規制孔が、内視鏡の挿入部
の先端に着脱自在な先端フードに設けられていてもよく、先端フード自体で形成されてい
てもよい。
【００１０】
　そして、先端フードが内視鏡の挿入部の先端に取り付けられた状態では、処置具突出口
から突出する処置具の先端部分が通過する位置に回転規制孔がセットされるとよく、回転
規制孔が先端フードの内周部に設けられていてもよい。その場合、回転規制孔が先端フー
ドの内周部から内方に突出した部分に設けられているとよい。
【００１１】
　また、処置具が、可撓性シースの先端に先端可動部が設けられた構成を有していて、非
円形外形部が可撓性シースの先端と先端可動部との連結部に設けられていてもよい。その
場合、先端可動部が、嘴状に開閉する一対の先端処置片を備えていてもよく、一対の先端
処置片が開閉動作をする際に沿う平面が観察窓の中心と処置具突出口の中心を結ぶ直線に
対し略直交する状態に、処置具の軸線周りの向きが規制されるようにするとよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、処置具の先端部分には、軸線に垂直な断面の外形形状が非円形である
非円形外形部が形成され、内視鏡の挿入部の先端には、処置具突出口から突出する処置具
の先端部分が緩く通過して、非円形外形部が軸線周りに回転できない状態に係合する回転
規制孔が設けられていることにより、内視鏡の処置具突出口から突出する処置具の軸線周
り方向の向きが所定通りに規制されて、処置具を内視鏡との関係において常に使い易い状
態で操作することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　挿入部内に配置された処置具挿通チャンネルの出口である処置具突出口が挿入部の先端
に観察窓と並んで設けられた内視鏡と、処置具挿通チャンネル内に挿脱されて先端部分が
処置具突出口から突没する処置具とに係る内視鏡の処置具回転規制装置であって、処置具
の先端部分には、軸線に垂直な断面の外形形状が非円形である非円形外形部が形成され、
内視鏡の挿入部の先端には、処置具突出口から突出する処置具の先端部分が緩く通過して
、非円形外形部が軸線周りに回転できない状態に係合する回転規制孔が設けられている。
【実施例】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図２は、内視鏡１０と処置具２０の各々の全体構成を示している。
　内視鏡１０は、被検者の体内に挿入される可撓性の挿入部１１の基端が操作部１２に連
結されて、略円筒状に形成された先端フード１３が挿入部１１の先端に着脱自在に取り付
けられた構成になっている。
【００１５】
　そして、処置具２０が挿脱される可撓性チューブ等からなる処置具挿通チャンネル１４
が挿入部１１内に全長にわたって挿通配置され、処置具挿通チャンネル１４の入口である
処置具挿入口１４ｉは操作部１２の下端部付近に配置され、処置具挿通チャンネル１４の
出口である処置具突出口１４ｏは挿入部１１の先端面１１ａに配置されている。なお、こ
のような内視鏡１０の構成は公知である。
【００１６】
　処置具２０は、内視鏡１０の処置具挿通チャンネル１４内に挿脱される可撓性シース２
１の基端が処置具操作部２２に連結されて、可撓性シース２１の先端に設けられた一対の
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先端処置片２３が、可撓性シース２１内に挿通配置された操作ワイヤ２４の進退動作によ
り嘴状に開閉する構成になっている。
【００１７】
　そして、処置具操作部２２に配置されたスライド操作部材２５を矢印Ａ方向に進退操作
することにより、操作ワイヤ２４が可撓性シース２１内で進退して先端処置片２３が開閉
動作をする。処置具挿通チャンネル１４内への挿脱は、先端処置片２３を閉じた状態で行
われる。なお、このような処置具２０の構成も公知である。
【００１８】
　図１は、処置具２０が内視鏡１０の処置具挿通チャンネル１４に通された状態における
、挿入部１１の先端部分を示している。挿入部１１の最先端部には先端部本体１５が配置
されている。そして、先端部本体１５の先端面が挿入部１１全体の先端面１１ａになって
いて、そこに処置具突出口１４ｏと並んで観察窓１６や後述する照明窓等が配置されてい
る。
【００１９】
　先端フード１３は、例えばシリコンゴム等のような弾力性があって透明な材料で形成さ
れていて、先端部本体１５の先端面１１ａの外周部から前方に向かって円筒状に突出した
状態に取り付けられている。
【００２０】
　先端フード１３の後端寄りの部分は先端部本体１５の外周に被嵌された状態に係合して
いて、先端フード１３の内周部と先端部本体１５の外周部とに設けられた凹凸係合部９に
おいて、先端部本体１５に対する先端フード１３の前後方向及び軸線周り方向への移動が
規制されている。先端フード１３を弾性変形させれば、凹凸係合部９を係脱させて先端フ
ード１３を先端部本体１５に着脱することができる。
【００２１】
　処置具２０は、処置具挿通チャンネル１４に挿脱されることによって先端処置片２３が
処置具突出口１４ｏから突没する。そして、図１に示されるように先端処置片２３が挿入
部１１の先端面１１ａより前方に突出した状態にすることにより、観察窓１６からの観察
視野内で患部等に対する処置を行うことができる。
【００２２】
　先端処置片２３は、可撓性シース２１の先端部分に設けられた先端可動部２６の一部を
なすものであり、先端可動部２６には、操作ワイヤ２４により作動させられて先端処置片
２３を開閉する公知のリンク機構等が配置されている。
【００２３】
　そのような処置具２０の先端部分の、先端可動部２６と可撓性シース２１の先端との連
結部には、図１におけるIII－III断面を図示する図３にも示されるように、軸線に垂直な
断面の外形形状が楕円形の非円形外形部２７が形成されている。
【００２４】
　非円形外形部２７は、その最大径が処置具突出口１４ｏの口径より小さくて可撓性シー
ス２１の外径より大きく、切れ目等のない貫通孔状に形成されている。図３に示される１
９は照明窓である。
【００２５】
　処置具突出口１４ｏの前方位置において先端フード１３の内周部から内方に突出形成さ
れたフード内突出部１８には、処置具突出口１４ｏから前方に突出する処置具２０の先端
可動部２６や非円形外形部２７が緩く通過して、非円形外形部２７が軸線周りに回転でき
ない状態に係合する回転規制孔１７が貫通形成されている。
【００２６】
　回転規制孔１７が形成されているフード内突出部１８は、先端フード１３との一体成形
により先端フード１３自体で形成されており、先端フード１３が挿入部１１の先端に取り
付けられると、回転規制孔１７の軸線位置が略処置具突出口１４ｏの真っ直ぐ前方に位置
した状態になって、処置具突出口１４ｏから突出する処置具２０の先端部分が通過する位



(6) JP 2010-75355 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

置に回転規制孔１７がセットされる。
【００２７】
　非円形外形部２７と回転規制孔１７とは、緩く嵌合する形状に形成されており、回転規
制孔１７は、軸線に垂直な断面の形状が非円形外形部２７と同形状であって非円形外形部
２７より僅かに大きく形成されている。ただし、回転規制孔１７と非円形外形部２７との
間で回転規制機能が生じるものであれば、必ずしも回転規制孔１７と非円形外形部２７と
が同形状でなくても差し支えない。
【００２８】
　非円形外形部２７及び回転規制孔１７の両端部（特に、非円形外形部２７の先端側と回
転規制孔１７の後端側）は各々滑らかに面取りされて、非円形外形部２７が回転規制孔１
７と相違する向きで進んできた時でも非円形外形部２７が軸線周りに回転しながら回転規
制孔１７内に入り込み易いようになっている。
【００２９】
　そのように形成された非円形外形部２７と回転規制孔１７は、図３からも明らかなよう
に、１８０°対称の２箇所の所定の回転方向でしか係合することができない。その結果、
挿入部１１の先端部分に対する処置具２０の先端処置片２３の向きが所定方向に規制され
る。
【００３０】
　図４は、そのような処置具２０の先端部分が処置具突出口１４ｏから前方に突出した状
態を示しており、その状態をわかり易く図示するために、先端フード１３部分は二点鎖線
で示されている。
【００３１】
　この実施例においては、非円形外形部２７と回転規制孔１７との係合により、一対の先
端処置片２３が開閉動作をする際に沿う平面が観察窓１６の中心と処置具突出口１４ｏの
中心を結ぶ直線Ｓに対し略直交する状態になるよう、処置具２０の軸線周りの向きが規制
されている。その結果、術者は、先端処置片２３の開閉状態を常に最も見易い方向から観
察して内視鏡的処置を安全に行うことができる。
【００３２】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば、図５に示されるように
、回転規制孔１７が、周方向の一部に切れ目１８ａを有する貫通孔状に形成されていても
、非円形外形部２７の回転を規制する機能があれば差し支えない。
【００３３】
　また、非円形外形部２７と回転規制孔１７を、各々軸線に垂直な断面形状が長円形等の
形状にしても上記実施例と同様の作用効果が得られ、非円形外形部２７と回転規制孔１７
の断面形状を、図６に示されるような六角形或いは三角形、四角形その他の多角形状に形
成してもよい。
【００３４】
　非円形外形部２７と回転規制孔１７の断面形状を各々正多角形状に形成すれば、軸線周
りの回転方向における規制位置が増加し（例えば、正六角形なら６０°毎の６箇所になる
）、処置具２０の軸線周りの回転方向を任意に選択して規制することができるので、処置
具２０の種類によってはメリットが生じる。
【００３５】
　なお、回転規制孔１７は、必ずしも先端フード１３に設ける必要はなく、例えば処置具
突出口１４ｏ部分等に形成してもよい。ただし、挿入部１１の先端に着脱自在な先端フー
ド１３に回転規制孔１７が形成されていると、断面形状が相違する複数種類の回転規制孔
１７からその一つを選択する（非円形外形部２７の形状も処置具によって適切に相違させ
ておく）ことができるようになるので、使い勝手がより向上する。
【００３６】
　また、本発明の処置具２０は、嘴状に開閉する先端処置片２３を備えたものに限定され
ず、各種の内視鏡用処置具に適用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１の実施例において、処置具が内視鏡の挿入部先端から突出した状態
の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例における内視鏡と処置具の全体構成図である。
【図３】本発明の第１の実施例の図１におけるIII－III断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例において、処置具が内視鏡の挿入部先端から突出した状態
の斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施例の内視鏡の処置具回転規制装置の断面図（図１におけるII
I－III断面図に相当する断面図）である。
【図６】本発明の第３の実施例の内視鏡の処置具回転規制装置の断面図（図１におけるII
I－III断面図に相当する断面図）である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　内視鏡
　１１　挿入部
　１１ａ　先端面
　１３　先端フード
　１４　処置具挿通チャンネル
　１４ｏ　処置具突出口
　１６　観察窓
　１７　回転規制孔
　１８ａ　切れ目
　２０　処置具
　２１　可撓性シース
　２３　先端処置片
　２６　先端可動部
　２７　非円形外形部
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